
泊まってお得！「大村に来てみんね！キャンペーン」 

～クーポン利用取扱加盟店舗を募集～ 
大村に来てみんね！キャンペーン宿泊クーポンの概要 

■内容      宿泊１回ごとに 3,000円分のクーポン券（５００円×６枚綴り）をプレゼント 

■対象者     大村市内の加盟宿泊施設に宿泊の方。 

■発行数     2,000冊 

■配布時期   令和２年７月１日～２月末（冊数に達した時点で配布は終了） 

■使用期間   発行日より２日間 

■発行場所   大村市内の加盟宿泊施設（ホテル・民宿・民泊） 

■つり銭     つり銭は出さないものとする。 

 

加盟店の登録について 

■登録資格   大村市内に事業所を要するもので観光消費に特化したもの。 

           （飲食店、宿泊施設、観光体験施設、タクシー会社、土産物取扱店など） 

■使用範囲   加盟店の一般的な商品・飲食・サービス全般。ただし債務の支払いや換金性の 

高いもの（商品券、図書券、各種プリペイドカード等）は除く 

■登録料     無料 

■登録方法   「大村に来てみんね！キャンペーン参加申請書（様式第１号）」に必要事項を 

記入の上、６月２９日（第１次募集締切）までに（一社）大村市観光コンベン 

ション協会へ提出してください。（FAX、メール、郵送、持参） 

※上記日程はチラシ掲載の期限となります。 

※店舗が複数の場合は店舗ごとに申請書を提出してください。 

■加盟店表示  期間中、店舗に「取扱加盟店」の表示を行っていただきます。 

また、協会ホームページ等で加盟店の一覧を周知します。 

６月２９日までにお申し込みいただいた店舗様の一覧チラシを作成します。 

■換金      令和２年７月～令和３年２月までの毎月１０日、２０日と末日に件数を締めてい 

ただき３日以内に依頼書と利用済みクーポン券を提出してもらい、受領後１週 

間以内に入金します。 

 

本件のお問い合わせ先 

（一社）大村市観光コンベンション協会 

〒８５６－０８３４  大村市玖島１丁目４５－３ 

ＴＥＬ 0957-52-3605   ＦＡＸ 0957-52-3652 

メール  kanko@e-oomura.jp 



大村に来てみんねキャンペーンの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

換金の流れ 

 

 

 

 

 

■利用があれば毎月１０日、２０日、末日で締め、その後３日以内に大村市観光コンベンション 

協会へ請求書と回収チケットを郵送または持参。 

■集計後１週間以内に指定口座への振り込み 
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